
農業共済組合
茨城県農業共済組合連合会

家畜共済
種　　豚（死亡廃用共済・疾病傷害共済）
特定肉豚（死亡廃用共済）



種　　　　　豚 出生後 6 ヶ月以降の繁殖豚

特　定　肉　豚 出生後 20 日以降
（出生後 20 日に離乳していない時は離乳した日から）

　１年間です。
　本県では始期統一を行っており、5月 1日から責任開始となります。共済掛金等の払込
みは、前日までにお願いします。

種豚の死亡廃用共済は、期首に飼養している頭数に共済責任期間内の導入や出生後種豚
にする予定の頭数を加えた年間の飼養計画により加入することになります。そして、責任
期間満了後、実際の頭数を帳簿等で確認し、当初の計画との差により共済掛金等の精算を
します。

したがって、当初の計画よりも導入頭数が多い場合などは共済掛金等の追加支払いが発
生し、導入頭数が少ない場合などは共済掛金等が返金されることになります。
また、支払共済金の精算も行われます。

種豚（死亡廃用共済・疾病傷害共済）

特定肉豚（死亡廃用共済）　

　共済目的の種類とされている家畜について養畜の業務を営んでおり、組合等の区域内に
住所を有すること。

〈特定肉豚の加入条件について〉
特定肉豚の加入の条件は、過去３年間において自家生産豚が出荷のおおむね全頭を占め、
その出荷先が出荷資料の提供を得られる卸売市場等に出荷しており、今後もそれが確実な
農家であることです。種豚とセットでの加入となります。

▶ 加入資格について

▶ 対象となる家畜

▶ 補償期間（責任期間）

▶ 年間計画頭数による加入と期末精算（種豚の死亡廃用共済）

　死亡廃用共済では飼養家畜が死亡、廃用となった時に補償されます。疾病傷害共済では
疾病や傷害により獣医師の診療を受けた時に、その診療費が補償されます。
　家畜の区分ごとに対象となる家畜は、すべて加入することとなります。
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死亡廃用共済と疾病傷害共済それぞれに必要な補償額を選択出来ます。

項　　目 種　　豚 特定肉豚

補償割合（付保割合） 加入時の付保割合で固定 基準日の付保割合によって
変動

※�種豚は共済価額の 20％～ 80％（特定肉豚は 40％～ 80％）の範囲内で、付保割合を選択できます。

種豚の死亡廃用事故の付保割合は、責任期間中は加入時に選択した割合のままで変動し
ません。

種　　豚 特定肉豚

死亡廃用共済 飼養計画頭数(実績頭数)の
家畜の評価額の合計額

基準日に飼養している
家畜の評価額の合計額

疾病傷害共済 期首時点で飼養している
家畜の評価額の合計額 ―

種豚の評価額は市場の平均取引価格を基に算出します。
特定肉豚の評価額は枝肉市場における平均取引価格を基に、国の定めた方法により算出します。

※ 2…短期係数：共済掛金期間／ 12ヶ月

死亡廃用共済

共 済 金 額 ＝ 共済価額 × 付保割合

疾病傷害共済
共 済 金 額 ＝ 病傷共済金支払限度額を上限に選択した額
病傷共済金 　 
支払限度額 ＝ 共済価額 × 病傷共済金支払限度率 × 短期係数※�

▶ 補償の選択

▶ 死亡廃用事故の補償

▶ 共済価額

▶ 1 頭ごとの評価額

▶ 共済金額（補償額）

※短期係数：共済掛金期間／ 12ヶ月
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共済掛金率は、共済目的の種類ごと、加入方式ごと及び組合ごとに定められています。
事故による共済金の支払いが少ない農家は掛金が安く、共済金の支払いが多い農家は掛金
が高くなる危険段階別共済掛金率の制度をとっています。
国庫負担額は、共済掛金の 40％です。※国庫負担額には限度があります。
掛金の分納制度があります。また、掛金の納入にあたっては、事務賦課金が加算されます。

共　済　掛　金 ＝ 共済金額 × 共済掛金率
農家負担掛金 ＝ 共済掛金 － 国庫負担額（40％）

※�病傷事故診断書の内容が病傷給付基準等に適合しない場合、支払共済金が減額されます。また加入者が負担した
実診療費の９割が支払共済金の限度となります。共済掛金期間中の事故について、共済金額までお支払いします。

病傷事故共済金の支払いについて

▶ 共済掛金

▶ 死廃事故の支払共済金

▶ 病傷事故の支払共済金

初診料を含めた診療費の１割が自己負担額となります。

支払共済金＝ 診療費（初診料を含む）× ９割

通常、共済金のお支払いについては、加入者が必要書類を組合に提出し、病傷事故審
査※ののち、その診療費の９割を加入者にお支払いします。
ただし、加入者は組合等と指定獣医師契約を結んでいる獣医師に「共済金代理受領委
任状」を提出することで、当該獣医師が共済金を代理で受取り、加入者は診療費の 1割
を獣医師に支払う方法を選択することができます。
※病傷事故審査は国の定める病傷給付基準等に基づきます。

〈加入者が共済金を受領する場合〉
家畜の診療後、加入者から診療獣医師に診療費を全額お支払いいただき、その後必要
書類を組合に提出することにより、診療費の 9割を共済金としてお支払いします。

〈指定獣医師に代理受領を依任した場合〉
家畜の診療後、加入者から指定獣医師に診療費の１割をお支払いいただきます。残り
の９割については、指定獣医師が組合に必要書類を提出することで、組合から指定獣医
師へ共済金として支払われます。

支払共済金 ＝ 〔事故家畜の価額 一 （廃用家畜の価額
　　　　　　　 又は残存物価額 ＋ 補償金）〕 × 付保割合

※過去の被害率が共済で定めた基準以上を超える加入者に対して、共済金の支払い限度が設けられます。
※口蹄疫、牛疫、CSF（豚熱）、ASF（アフリ力豚熱）は、国から手当金が支払われるため、共済事故から除かれます。
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家畜の導入から 2週間は待期間となりますが、共済加入者からの異動により導入された
家畜は、待期間中の事故の共済金の請求ができます。
※�待期間中の事故の共済金の支払いには条件があります。

▶ 支払いの対象となる事故の選択（死亡廃用共済）

▶ 待期間の取扱い

▶ 遠隔地の農場等の加入について

　遠隔地にある農場等については、所在地に仮住所を設定し、当該農場等の所在地の組合
で加入できます。

共済金の支払対象となる事故を選択し、事故の一部を支払対象外（事故除外）とするこ
とで共済掛金の割引を受けることができます。
事故除外を選択するには飼養に関する条件があります。

● 種豚
事故除外の種類 対象となる事故

4 号
イ 特定事故※1による死亡・廃用事故

ロ すべての死亡事故※3及び行方不明・奇形による廃用事故

※ 1　火災、伝染病※２、自然災害による事故
※ 2　�対象となるのは法定伝染病及び届出伝染病です。届出伝染病は、真症であり、農業保険法で定められた範囲の事

故を対象とします。
※ 3　�死亡事故については、と畜による死亡や、国から補償金などの支給対象となる死亡は、除外される場合があります。

● 肉豚
事故除外の種類 対象となる事故

5 号 特定事故※1による死亡事故

※ 1　火災、伝染病※２、自然災害による事故
※ 2　�対象となるのは法定伝染病及び届出伝染病（豚テシオウイルス性脳脊髄炎及びニパウイルス感染症のみ）です。

＜事故除外選択の条件＞
◦種豚の場合は 5年以上継続して飼養していること。
◦�特定肉豚の場合は共済掛金期間開始の時、有資格頭数が 200頭以上であり、かつ、
５年以上継続して飼養していること。
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◦�畜舎に立ち入り特定肉豚の頭数、母豚の頭数、畜舎の構造及び敷地面積等を調査します。
◦�過去 3年間の母豚の頭数、母豚ごとの分娩頭数、分娩回数、離乳頭数、離乳時までの死
亡率及び出荷頭数を聞き取りします。
◦毎月 1回、特定肉豚共済管理簿（離乳頭数、出荷頭数及び死亡頭数）を提出してください。
◦�飼養規模の変更（畜舎の増改築、畜舎の譲受・譲渡、等）の際は必ずNOSAI に連絡し
てください。
◦�疾病傷害共済において異動に伴い共済金額の変更を希望する場合は、2週間以内に
NOSAI へ通知してください。
◦加入者は、「異動記録簿」を作成する義務があります。

◦�速やかにNOSAIへ通知してください。（種豚の事故は診療を依頼した獣医師をとおして、
通知してください。）
◦�死亡豚または廃用豚はNOSAIの確認が必要です。
◦��死亡豚は、現地確認の他に、組合が指定する一定の方法で電子画像による確認が可能です。
加入者が事故家畜の画像をNOSAIに送信することで、画像による事故確認が行なえます。
◦�特定肉豚の現地確認では、NOSAI の職員が畜舎に立入り、カラースプレーによるマー
キングを行います。同時に死亡豚の体長・体重等により死亡豚が出生後 20日（出生後
20日に離乳していないときは離乳した日）に達した加入豚か否かを確認します。なお、
特定事故については、写真撮影を行うことがあります。
※�死亡事故の通知がない場合や死亡豚が確認できない場合、共済金は支払われません。

◦�共済事故の確認後、迅速な個体の搬出処理を行ってください。
◦�廃用事故の場合は、売上伝票（仕切り書）、運搬料の領収書等を提出してください。
◦速やかに獣医師の診療を受けてください。
◦�共済金の支払いには、病傷事故診断書の内容について、以下の項目の確認が必要になります。

　�事故発生時の通知／診療内容の記録（3年保存）／診療費の領収書・振込証の写／共済
金代理受領委任状（本人自署）
　※�制度改正により、代理受領委任状の様式から診療費の記載欄が無くなり、提出が掛金
期間ごとに１回（1年間で 1回）の提出と変更となりました。

　診療獣医師から診療費等を記載した書類が交付されますので、この書類の内容が診療種
別等通知書や共済金支払通知書の内容と合致しているか突合をお願いします。突合した結
果、ご不明な点がございましたら、診療獣医師にご確認いただきますようお願いします。

加入時のお願い

死亡・廃用事故が発生したときは

病気になったときは

農家の皆様へのお願い
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個人情報の取り扱いについて

環境の整備 ・滑走防止　　　　　・十分な敷料、清潔化
個体の管理 ・早期診療の依頼　　・自家治療の禁止
繁殖の管理 ・繁殖台帳の整備　　・不受胎診療
病畜の看護 ・適切な管理看護

損害防止のお願い

　加入者様から知り得た個人情報は、農業共済事業における引受・損害評価・損害防止及
び加入推進等に利用し、他の目的には使用いたしません。個人情報については厳重に管理
し、加入者様からあらかじめ同意をいただいた場合、法令に基づく場合及び利用目的の達
成に必要な範囲内において連合会を含む関係機関との共同利用をする場合等を除き、お預
かりした個人情報は第三者に提供いたしません。

　農家が日常の飼養管理すべき必要最低限の損害防止が法律で義務付けられ
ています。必要な管理ができない場合は共済金が免責される場合があります。

【免責の除外（免責にならない場合）】
　家畜の導入などの共済責任開始日から２週間以内（待期間）に発生した事故は、原則と
して共済金の請求ができません。しかし、次の場合は共済金の請求ができます。
当該共済事故の原因が当該共済責任の始まった時以降に生じたものである場合

分　類 事　故 事故原因

外　傷 切創、挫創、骨折など 受傷、滑走、転倒など

突発的に発症する病気 中毒など 有害な飼料の摂取など

分娩に起因する病気 子宮脱など 分娩など

※その他の免責については、NOSAI 茨城のホームページをご覧下さい。

免責について

免責事由 項　目 免責割合

損害防止に
かかる免責

通常行うべき管理その他の損害防止ができていない場合 2割～８割

農業共済組合等及び獣医師の改善指示が守られなかった場合 ８割

共済事故に
かかる免責

持ち込み事故の場合（共済責任の開始する前に生じていた疾病若しくは傷害を受け
ていたもの又はその原因が生じていた疾病若しくは傷害によって損害が生じた時） 10割

家畜共済の申し込みの際に、現に飼養している家畜のうちに疾病にかかり、若しく
は傷害を受けていたもの又はその原因が生じた場合において、悪意又は重大な過失
によってこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき（組合等がこれを知っていた
とき及び過失によってこれを知らなかったときを除く）

10割

故意又は重大な過失による共済事故の場合 10割

待期間中の共済事故（共済責任の始まった日から２週間以内の共済事故） 10割
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NOSAI では、共済掛金等の納入は原則、口座振替となっております。口座振替の申し込みは
簡単な手続きで、手数料もかかりません。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

NOSAI茨城ホームページ：https://www.nosai-ibaraki.or.jp/

① 告知義務と通知義務
　加入申し込み時には、申し込み内容について事実を正確に記載していただく「告知義務」が生じます。告知義務とは、
加入申込書に記載されている内容について事実に相違がないこと、既に事故が生じているものでないこと、または、
その事故の原因が生じているものでないこと等を正しく申告していただくことです。また、共済関係成立後に記載
された内容に変更があった場合は、遅延なくNOSAIに通知していただく「通知義務」があります。このとき、正し
い申告や通知のない場合はこの契約を解除し、共済金をお支払い出来ないことがありますので、記載箇所のご確認
をお願いします。

② 重大事由による共済関係の解除
　次のことがあった場合には共済関係を解除し、共済金をお支払い出来ないことがあります。
　ア．共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合。
　イ．共済金の請求について詐欺を行い、また行おうとした場合。
　ウ．NOSAIが共済加入者に対する信頼を損ない、共済関係の存続が困難となる重大な事由があった場合。

③ 損害防止義務
　加入者の皆様には、共済目的について通常の管理や、事故が発生したとき、またはその原因が生じたときには、
損害の防止またはその軽減に努める等の損害防止義務があります。損害防止義務を怠ったときは、損害の額から防
止または軽減することができたと認められる額を差し引くことがあります。

④ 解除等における共済掛金等の取扱い
　① ､ ② ､ ③ の事故が発生した場合、共済掛金等に係る返戻金は発生しませんのでご了承願います。

農家の皆様へ
　農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合・連合会・国の3段階による責任分担を行って広く危険分散
を図るなど、共済金の確実な支払いができる仕組みを取っておりますが、次のような場合には、共済金の全額また
は一部が支払われないこと、または共済関係を解除することがありますので、ご了解のうえお申し込みいただきま
すようお願いいたします。
（1）通常すべき飼養管理､ その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合の指示に従わなかった場合。
（2）加入申し込みの際等に、重大な過失等により不実の通知をした場合。
（3）正当な理由がないのに、払込期日までに掛金の払込が遅れた場合。
（4）事故発生時に組合への通知を怠り、また、重大な過失等不実の通知をした場合。
（5）組合の財務状況によっては、共済金としてお支払いする金額が削減されることがあります。
※ この重要事項は、加入申込書の提出をもってご了承いただくようお願いいたします。

共済関係の成立に関する留意事項

金融サービス提供法に係る重要事項

（R8年度用）

お申し込み・お問い合わせは、お近くの農業共済組合又は各支所等へ
組合名 支所等名 電話番号

い ば ら き 広 域

本 所 029−350−8815

水 戸 支 所 029−306−6720

笠 間 支 所 0296−72−7321

常陸太田支所 0294−72−6227

つ く ば 支 所 029−839−0160

家 畜 診 療 所 0299−48−0042

組合名 支所等名 電話番号

鹿 　 　 行 代　　　　表 0299−90−4000

茨 城 県 西
代　　　　表 0296−30−2900

家 畜 課 0296−30−2951

茨城県農業共済
組 合 連 合 会

住　　　　所　水戸市小吹町942番地
代表電話番号　029−215−8881

N O S A I 茨 城
家畜診療センター

住　　所　水戸市小吹町940番地
電話番号　029−215−8887


